
　岩内町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１７年岩内町条例第１号）第６条の規定に

１．職員の任免及び職員数に関する状況

（１）職員の採用及び退職等の状況 （単位：人）

区分

職種

（２）職員数の状況 （各年４月１日現在）

人 人 退職者不補充による減

人 人

２．職員の給与の状況

（１）人件費の状況（一般会計決算）

（２）給与費の状況（平成２８年度一般会計、各特別会計、水道事業会計、下水道事業会計予算）

（３）初任給と平均給料月額 　　（平成１８年４月１日現在）

（４）特別職の給与費の状況  　　（平成２９年４月１日現在）

※職務上の加算があります　

再任用

1

0

免　　職

0

0

0

死亡

給　与　費
計（Ｂ）

0

懲戒 失職

主　な　増　減　理　由年　　度

38歳5月

２８年度

期末・
勤勉手当

15.4

２６年度

千円

（Ｂ／Ａ）

区  分

職　　員　　給　　与　　費

職員手当

人件費

職員数
（Ａ）

7,744,868

　　　　％ ２７年度

（参　　　考）

平成２８年度

※　人件費には、議会議員、各種委員、特別職の給料・報酬等を含みます。

平均年齢

　　　　　千円

1,195,534

　　　　千円

14.9％

－

（Ａ）

歳出総額

164

職員数

採用

6

0

△ 2

再任用

自己都合・その他

3

離　　　　　　　　　職

0

退　　　　　　職

分限定年 勧奨

一般行政職

0

3 12

00 0

0

技能労務職 00

平成２９年度

増減数

11.5％

人件費率

（Ｂ／Ａ） ２７年度、２６年度の人件費率（Ｂ）

162

565,242 921,136

千円

5,617

千円

150,904

給　料

千円

※　職員数、職員給与費及び平均年齢は、当初予算の積算上の数値となっております。

経験年数区分別平均給料月額

千円

204,990

 　　（平成２９年４月１日現在）

一人当たり

人

164

10年以上

329,200円

15年未満

269,400円

20年以上
25年未満

340,200円

15年以上
20年未満

大学卒

高校卒

区        分

一般行政職
178,200円

154,500円

初任給

146,100円

190,100円

採 用 ２ 年
経 過 後
給 料 額

305,100円221,100円

町　　長

副 町 長

区　　分 給 料 月 額 期　末　手　当　の　支　給　割　合

329,200円

685,000円

570,000円

　計　　4.30月分

　６月　2.075月分
１２月　2.225月分

より、平成２８年度の岩内町における人事行政の運営等の状況を次のとおり公表します。

　平成２９年１２月１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩内町長　上　岡　雄　司

教 育 長 533,000円



（５）職員手当の状況 （平成２９年４月１日現在）

○ 配偶者 10,000円
○子  8,000円

配偶者がいない場合 1人のみ 10,000円
○父母等  6,500円

配偶者がいない場合 1人のみ  9,000円
○　満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子 1人につき  5,000円加算
○ 借家居住者（家賃12,000円以下は支給なし）

月 額 27,000円を限度に支給
（片道２㎞以上の場合に限る）
　自動車等利用者　　５㎞未満　　　　月額 2,000円　
　　　　　　　　　　以下距離数に応じ月額31,600円を限度に支給

役職に応じて支給　35,800円～53,200円

（管理又は監督の地位にある職員が、緊急の必要等により週休日又は休日等に

　勤務した場合に支給）　6,000円～12,000円

（危険、不快、不健康等の特殊な業務に従事する職員に支給）
○犬、猫類の捕獲、処分等の業務 １日　500円
○有害鳥獣、害虫及び有害は虫類の駆除業務 １日　500円
○下水道等のマンホールの調査又は検査 １日　500円

（札幌市及び東京都特別区に在勤する職員に支給）

○札幌市 100分の3

○東京都特別区 100分の18

期末手当 勤勉手当
６月 1.225月分 0.85月分
12月 1.375月分 0.85月分
 計 2.6月分 1.7月分
※・職務の級などにより加算されます

自己都合 勧奨、定年
勤続20年 20.445月分 27.405月分
勤続25年 29.145月分 34.5825月分
勤続35年 41.325月分 49.59月分
最高限度額 49.59月分 49.59月分

※・定年前の退職などにより加算されます
・上記月数分に調整額が加算されます

３．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

（１）職員の勤務時間等の状況（一部出先機関は異なります）

（２）職員の休暇

と認められる場合における休暇

れるものに従事する場合に限り、認められる休暇

傷、疾病又は老齢により２週間以上にわたり日常生活を営むのに支障があるもの
の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇（通算
して６月を超えない範囲内で指定する期間）

介 護 休 暇

職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母、同居の祖父母及び兄弟姉妹などで、負

住 居 手 当

休憩時間開始時間

内                                   容

終了時間

１２時００分～１２時４５分

特殊勤務手当

１７時１５分

年次有給休暇

産前産後休暇、夏季休暇、ボランティア休暇など（それぞれ取得日数は異なる）

毎年与えられる有給の休暇（採用年度を除き２０日、繰り越しは２０日を限度）

休暇の種類

病 気 休 暇

服喪休暇、危篤休暇、法要休暇、結婚休暇、配偶者出産休暇、妊娠障害休暇、

職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ない

正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられた職員に支給

扶養親族の数などに応じて支給　8,800円～23,360円（11月から翌年3月までの期間）

退 職 手 当

時間外勤務手当

８時４５分

職員が登録された職員団体の規約に定める機関で、当該職員団体の業務と認めら

期末手当及び
勤 勉 手 当

特 別 休 暇

組 合 休 暇

通 勤 手 当

扶 養 手 当

地 域 手 当

寒 冷 地 手 当

管 理 職 手 当

管 理 職 特 別
勤 務 手 当



４．職員の分限及び懲戒処分の状況

（１）分限処分事由別分限処分者数   （単位：人）

※　同一事由により２以上の処分を行う場合があります。

（２）懲戒事由別懲戒処分者数   （単位：人）

 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行（法第29条第１項第３号）

※　１．（１）、（２）について、法とは地方公務員法をいいます。

　　２．２以上の事由により１つの処分を行う場合があります。

５．服務規律の遵守に関する取組

６．職員の研修

人

人2

1 人

岩内町異業種交流研修 9 人

窓口対応マナー研修

訓告

4

4

減給

人

合計

1

5

1

70

免職戒告

2

0

綱紀の厳正な保持の周知徹底

周　　知　　方　　法　　等

2

停職

2

1

1

人

人

人

人

人7

16

人

人

人

人

人

人事評価研修 2

1

1

メンタルヘルスセミナー

メンタルヘルス研修

後志管内町村新規採用職員基礎研修

ビジネス基礎研修 3

9

後志管内町村職員中級研修

後志地区法務研修

広報広聴技術者研修

防火管理者講習

1

 法令違反（法第29条第１項第１号）

 職務上の義務違反又は怠慢（法29条第１項第２号）

合　　　　　　　　　　　計

1

研　　　　　修　　　　　内　　　　　容

6

合　　　　　　　　　　　計

交通マナーの遵守と安全運転の励行

新任管理者基礎研修及び管理能力研修

区　　　　　　　　　　　分

参加人員

後志管内町村職員初級研修

訓示及び幹部会議における周知徹底

取　　組

 刑事事件に関し起訴された場合（法第28条第２項第２号）

1

1

20

 職制等の改廃により過員等を生じた場合（法第28条第１項第４号）

 心身の故障の場合（法第28条第１項第２号、第２項第１号）

休職 降給区　　　　　　　　　　　分 合計降任

2 2

免職

0

訓示及び幹部会議における周知徹底

メンタルヘルスマネジメント実践研修会

0

 職に必要な適格性を欠く場合（法第28条第１項第３号）

そ　　の　　内　　容

1

0

 勤務実績が良くない場合（法第28条第１項第１号）

綱紀保持等

0
0

0

自治大学校研修



７．職員の福祉及び利益の保護の状況

（１）職員の福利厚生の実施状況

（２）公務災害の状況

（３）福利厚生のための各種団体

◆北海道市町村職員共済組合

【事業内容】

◆北海道市町村職員福祉協会

【事業内容】

【公的負担】平成２８年度実績 ４１９千円
一人当たり公費負担額 ２，５５５円

項　　　　目 事　　　業　　　概　　　要

平成２７年度認定件数

１　件

０　件

区　　分

公務災害

通勤災害

平成２８年度認定件数

２　件

０　件

事業の種類 事 業 内 容

職員健康診断事業

安全衛生管理事業

・全職員を対象とする一般定期健康診断又は人間ドックを実施

事 業 内 容

長 期 給 付 事 業  組合員が退職したときの年金給付などの事業

福 祉 事 業
 組合員とその家族の福祉と健康の増進を図るための事業

 （住宅建設資金の貸付、生活資金の貸付、疾病の予防対策など）

 組合員やその家族の公務外の病気・けが・出産・死亡などの事故に対して、

・快適な職場環境を形成し、職員の健康増進を図るための庁舎
　及び各施設の点検等
・全職員を対象とするストレスチェックを実施

 必要な医療費やその他の不測の支出を助け、当面の生活を守るための事業
短 期 給 付 事 業

※北海道市町村職員福祉協会の詳しい事業内容については、福祉協会のホームページをご覧下さい。

福 利 厚 生 事 業  入院一時金、出産祝金等

 退職会員等が自己負担して支払った医療費の給付、死亡弔慰金の支給等

貸 付 事 業  一般資金、育英資金の貸付等

医 療 給 付 事 業

事業の種類


